
〈苫小牧警察署生活安全課〉

○ 特殊詐欺の被害状況と被害防止について

１ 特殊詐欺の被害状況（本年１0月末現在）
　　　１６５件、被害金額約３億７千８百万円の被害・全道で123件、約3億545万円の被害
・昨年同期と比較して、件数は114件の減少、被害額は約2億2,638万円の減少
・「動画料金が未納」とのメールや「訴訟告知」と記載されたハガキを送りつけてお金を
　要求する架空請求詐欺行為が増加

２ 被害防止対策
　電話でお金の話しになったら次のチェックリストで確認してみましょう。

　コンビニ代行を利用することで、近くのコンビニなどで２４時間支払いが可能になり、
お店によってはレジで支払番号を伝えるだけで支払いが可能で、非常に便利な手続きなの
ですが、犯人が電子マネーなどの商品をコンビニ代行決済で購入し、だました被害者に料
金を支払わせる手口が多発しています。
　あなたが、必要な支払いだと思っているお金は、詐欺の請求かもしれません。
　　『訴訟を起こす』『弁護士費用』『示談金が必要』など
費用をコンビニで支払うように求めてくるものは、詐欺の可能性があります。
　支払う前に、必ず警察などに相談して確認しましょう。

　 　被害の多い手口は
　息子に確認すれば被害は防げます。・有料サイトなどの未納料金があるというメール
・民事訴訟管理センターなどから訴訟を起こすとのハガキ

です。
　まずは、メールやハガキに書かれた連絡先には連絡をしないようにしましょう。

○ 訪問業者に注意

　苫小牧市内の一般住宅において訪問業者による強引な買い取りについての相談が複数寄
せられています。
　相談内容は「売りたくないものまで安い値段で買い取られてしまった」「業者が断りも
なく家の中まで入ってきた」というものです。
　これらの被害を防止するため、『はっきり断る』『家に入れない』ことを徹底し、断っ
たにもかかわらず業者が帰らない場合は警察に通報してください。
　また、意図しない契約をしてしまった場合は、関係資料を保存して、速やかに警察や消
費者センターに相談してください。
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ほんとかな？
犯人につけ込まれない
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